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毎年、12月 1日 から 31日 にかけて、共同募金運動の一環として行われます地

1或 歳末たすけあい募金として、市民の皆様から寄せられる募金を、市内在住の生

活にお困りの方々に配分金として配分致 します。申請は個人申請方式です。

対象となる世帯

世帯収入が生活保護支給基準の概ね 1.5倍 以下の世帯 (基 準額は世帯構成

により異なります)で、申請時点で生活困窮状況にある方。※審査あります。

10月 1日 現在、市内に 6か月以上居住されている方。

生活保護受給世帯は対象になりません。

社会福祉協議会または担当民生委員にご相談下さい。

申請の募集・締切

受付開始 :令和 4年 10月 3日 (月 )

締切 :令和 生奎JO月 31日 (月 )

申請用紙 に必要事項 を正確 に記入 し提出 して 下さい

(期 限後 の受付 は しません )

※申請用紙 は社会福 祉協議会、市役所 総含福祉課 にあ ります。

間合せ先

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会  住所 :裾野市石脇 524-1
■L:055-992-5750  担当 :高橋・ 森

歳末たすffあい募金0
配分希望を受IIttII春す

歳末たすけあい募金とは…

歳末たすけあい募金は、「歳末たすけあい運動」の一環として行われる

募金です。「歳末たすけあい運動」は「みんなでささえあうあつたかい地域づくり」

をスローガンに全国で展開されます。この運動は新たな新年を迎える時期に

裾野市内の支援を必要とする人たちが地域で安出 して暮らしていただく

ための「ささえあいの運動」です。

令禾□3年度は 14世帯 032人 に助成することが出来ま した。



皆様か ら寄せ られた善意の募金 を裾野市内に住んでいる 生

活にお困 りの世帯 に以下のような流れで配分させていただき

ます。配分にあた つては、「 歳末たすけあい募金配分委員会」

による審査を経て、公正に行われております。

・歳末たす|サ あぃ募金期間 :12/1～ 12/28(各 区に依頼します)

申請世帯への連絡・ 配分

12月 上旬 に申請 をいただ いた世帯 に連絡 します。

(対 象世帯・ 対象 とな らな い世帯すべて に通知 )

対象 外世帯 の理 由 につ いて は回答 しませ ん。

対象世帯 に対 して、 12月 下旬 に指 定 □座 に振込み を します。

(対象世帯通知 に振込 予定 日を記載 します )

配分の流れ

助 成 申請 受付

受付 期間 :令和 4年 10月
※ 申請書 は社 会福 祉協議会 、

3日 (月 )～ /10月 31日 (月 )

市役所総合福祉課にあります。

配分 申請書 の確認 (記載漏れ・ 不備 な どをチ ェ ック します )

申請世帯 の調 査 (必要 によ り課税 状況な どを調査 します )

歳末配分委員会 の開催 (11月 下旬 )

配分対象世帯 の決定 (基 準 照 ら して決定 します )

配分額 の決定 (対象 人数等 を考慮 して決 定 します )
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